
平
成
二
十
九
年
五
月
一
日
提
出

質

問

第

二

七

七

号

著
作
権
侵
害
に
あ
た
る
二
次
創
作
作
品
を
掲
載
し
た
同
人
誌
を
発
行
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
テ
ロ
等

準
備
罪
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

宮

崎

岳

志

277



著
作
権
侵
害
に
あ
た
る
二
次
創
作
作
品
を
掲
載
し
た
同
人
誌
を
発
行
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
テ
ロ
等

準
備
罪
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
が
今
通
常
国
会
に
提
出
し
て
い
る
「
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
」
に
て
新
設
を
目
指
し
て
い
る
テ
ロ
等
準
備
罪
（
い
わ
ゆ
る
共
謀
罪
）
に
つ
い
て
、
以
下
の
ケ
ー
ス
に
適
用
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
質
問
す
る
。

『
同
人
誌
を
定
期
的
に
編
集
・
発
行
し
て
い
る
サ
ー
ク
ル
Ａ
は
、
次
の
同
人
誌
即
売
会
で
販
売
す
る
同
人
誌
最
新
号
（
以
下
、

最
新
号
と
い
う
）
の
編
集
会
議
を
開
催
し
た
。
最
新
号
は
数
人
の
ア
マ
チ
ュ
ア
作
家
が
自
作
の
コ
ミ
ッ
ク
原
稿
を
持
ち
寄
っ
て

作
成
す
る
合
同
誌
で
あ
り
、
編
集
会
議
に
も
参
加
す
る
作
家
全
員
が
出
席
し
た
。

編
集
会
議
で
は
、
お
互
い
の
原
稿
を
回
し
読
み
し
て
内
容
を
確
認
し
た
上
、
作
品
の
掲
載
順
な
ど
を
決
め
た
ほ
か
、
さ
ら
に

発
売
日
、
印
刷
所
、
予
算
な
ど
を
正
式
決
定
し
た
。
持
ち
寄
ら
れ
た
作
品
数
本
の
う
ち
一
本
（
以
下
、
作
品
Ｘ
と
い
う
）
は
、

他
人
の
作
品
の
著
作
者
人
格
権
を
侵
害
す
る
疑
い
が
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
著
作
者
人
格
権
の
侵
害
（
著
作
権
法
第
百
十
九
条

第
二
項
）
は
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
重
大
な
犯
罪
と
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
編
集
会
議
の
各
参
加
者
は
役
割
を
分
担
し
て
最
新
号
の
発
行
準
備
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
表
紙
や
目
次
の
作
画
、

一



印
刷
所
と
の
交
渉
、
販
売
チ
ラ
シ
の
作
成
、
予
算
管
理
、
全
体
の
制
作
進
行
管
理
な
ど
を
実
施
し
た
。

し
か
し
、
印
刷
所
へ
の
入
稿
直
前
に
な
っ
て
、
編
集
会
議
に
参
加
し
て
い
た
作
家
の
中
か
ら
「
作
品
Ｘ
の
掲
載
は
見
合
わ
せ

る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
の
意
見
が
出
た
こ
と
か
ら
、
作
品
Ｘ
の
原
稿
は
外
さ
れ
別
の
作
品
に
差
し
替
え
て
入
稿
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
最
新
号
は
作
品
Ｘ
を
含
ま
な
い
形
で
予
定
通
り
の
日
時
に
発
売
さ
れ
た
。
』

一

上
記
の
編
集
会
議
は
、
テ
ロ
等
準
備
罪
に
お
け
る
犯
罪
の
「
計
画
」
に
あ
た
る
可
能
性
が
あ
る
か
。

二

上
記
「
各
参
加
者
は
役
割
を
分
担
し
て
最
新
号
の
発
行
準
備
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
表
紙
や
目
次
の
作
画
、
印
刷
所
と
の

交
渉
、
販
売
チ
ラ
シ
の
作
成
、
予
算
管
理
、
全
体
の
制
作
進
行
管
理
な
ど
を
実
施
し
た
」
こ
と
は
、
テ
ロ
等
準
備
罪
に
お
け

る
「
準
備
」
に
あ
た
る
可
能
性
が
あ
る
か
。

三

上
記
サ
ー
ク
ル
Ａ
は
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
。

四

上
記
の
編
集
会
議
の
段
階
で
、
捜
査
機
関
に
よ
る
捜
査
が
開
始
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
。

五

上
記
「
各
参
加
者
は
役
割
を
分
担
し
て
最
新
号
の
発
行
準
備
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
表
紙
や
目
次
の
作
画
、
印
刷
所
と
の

交
渉
、
販
売
チ
ラ
シ
の
作
成
、
予
算
管
理
、
全
体
の
制
作
進
行
管
理
な
ど
を
実
施
し
た
」
段
階
で
、
捜
査
機
関
に
よ
る
捜
査

が
開
始
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


